
京 都 大 学 大 学 院 思 修 館 設 置 準 備 室 要 項 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

 （前 略） 

第３ 設置準備室は、次の各号に掲げる室員で組織

する。 

(1) 教育担当の理事 

(2) 総長が指名する理事及び副理事 

(3) 総長が指名する部局長 

(4) 総長が必要と認める教員 若干名 

(5) 総長室担当部長、総務部長、財務部 

長、施設部長及び学務部長 

(6) 総長が必要と認める事務職員 

２ 前項第４号及び第６号の室員は、総長が委嘱す

る。 

第４ 設置準備室に室長、副室長及び幹事を置く。

２ 室長は、第３第１項第１号の室員をもって充

て、設置準備室の事務を総括する。 

３ 副室長は、第３第１項第２号の室員のうちから

総長が委嘱し、室長を補佐するとともに、必要な

連絡調整を行う。 

４ 幹事は、第３第１項第５号又は第６号の室員の

うちから総長が委嘱し、室長の命を受け、設置準

備室の事務を処理する。 

第５ 設置準備室に、大学院の総務並びに大学院の

長の候補者の選考及び大学院の教員の人事に関

することを審議するため、総務・人事委員会を置

く。 

２ 総務・人事委員会は、次の各号に掲げる委員で

組織する。 

(1) 室長及び副室長 

(2) 第３第１項第２号の室員 

(3) 第３第１項第３号から第６号までの 

室員のうちから室長が指名する者 

第６ 

２～３ 

第７ 設置準備室に、概算要求及び大学院の予算並

びに施設及び設備に関することを審議するため、

予算・施設委員会を置く。 

２ 予算・施設委員会は、次の各号に掲げる委員で

組織する。 

(1) 室長及び副室長 

(2) 第３第１項第２号の室員 

(3) 第３第１項第３号から第６号までの 

室員のうちから室長が指名する者 

第８ 

２ 

第９ 設置準備室に、大学院の教育課程及び入学試

験に関することを審議するため、教育課程委員会

を置く。 

 
第３ 

 
(1)  

(2) 総長が指名する理事又は理事補 

(3)  

(4)  

(5)  

 

(6)     
２ 
 
第４ 
２ 室長及び副室長は、第３第１項第１号から第４

号までの室員のうちから、総長が指名する。 

３ 室長は、設置準備室の事務を総括し、副室長は、

室長を補佐するとともに、必要な連絡調整を行う。

 

４ 

 

 

第５ 

 

 

 

２ 
 
(1)  

(2) 第３第１項第１号及び第２号の室員 

(3)  
 
第６ 

２～３ 

第７ 
 
 
２ 
 
(1)  

(2) 第３第１項第１号及び第２号の室員 

(3) 
 
第８ 
２ 
第９ 
 
 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（略） 

（略） 
（同 左） 



改   正   前 改   正   後 
２ 教育課程委員会は、次の各号に掲げる委員で組

織する。 

(1) 室長及び副室長 

(2) 第３第１項第２号の室員 

(3) 第３第１項第３号から第６号までの 

室員のうちから室長が指名する者 

（後 略） 

 

 

２ 
 
(1)  

(2) 第３第１項第１号及び第２号の室員 

(3) （同 左） 
 
 
   附 則 

 この要項は、平成２４年１１月６日から実施する。

 
 

（同 左） 




